
○北上市中小企業融資利子補給要綱 

平成３年４月１日 

告示第44号 

（目的） 

第１ この告示は、中小企業への融資を円滑にするため、北上市中小企業融資要綱（平

成７年北上市告示第23号。以下「融資要綱」という。）により、北上市中小企業融

資の適用を受けた者に対し、毎年度予算の範囲内で市が定率の利子の補給を行い、

もって中小企業の振興育成に資することを目的とする。 

（平７告示25・一部改正） 

（利子補給の対象資金及び利子補給率） 

第２ 利子補給の対象資金は、融資要綱に基づいて融資を受けた資金を対象とする。 

２ 融資要綱第５第１号に規定する一般中小企業融資に係る利子補給率は、年1.0パー

セントとし、融資要綱第５第２号に規定する小規模企業融資に係る補給率は、年1.5

パーセントとする。 

３ 融資要綱による融資を受けた者が債務の履行を遅延した場合の延滞利子は、補給

しない。 

（平９告示29・全改、平24告示甲９・一部改正） 

（利子補給契約書） 

第３ 利子補給についての契約は、市が融資要綱第３第３号で定める金融機関との間

に締結する利子補給契約書によって行うものとする。 

（平９告示29・一部改正） 

（利子補給の承認申請及び承諾） 

第４ 金融機関は、利子補給を受けようとするときは、北上市中小企業融資利子補給

承認申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認め

たときは、北上市中小企業融資利子補給承諾通知書（様式第２号）により利子補給

することを承諾するものとする。 

（平24告示甲９・追加） 

（利子補給金の交付） 

第５ 金融機関は、北上市中小企業融資利子補給金請求書（様式第３号）を市長に提

出するものとする。 



２ 市長は、前項の書類を受理したときは、30日以内に利子補給金を支払うものとす

る。 

（平24告示甲９・旧第４繰下・一部改正） 

（利子補給金の打切り等） 

第６ 市長は、利子補給に係る資金の融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当

したときは、その者に係る金融機関に対する利子補給金を打ち切るものとする。 

(１) 資金を目的外に使用したとき。 

(２) 市内で事業を営まなくなったとき。 

(３) 融資の要件が、融資要綱第６第１項に規定する返済期間又は第３項に規定す

る据置期間に適合しなくなったとき。 

(４) 代位弁済があったとき。 

２ 利子補給金を打ち切る日は、前項各号に掲げる事由が発生した日とする。ただし、

同項第４号に該当したときは、最終返済日とする。 

３ 市長は、第１項各号のいずれかに該当したときは、金融機関に対し、利子補給金

の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（平８告示32・一部改正、平24告示甲９・旧第５繰下、令７告示甲６・一部改

正） 

（報告の徴収等） 

第７ 金融機関は、第１の利子補給に係る融資に関し市長から報告を求められた場合

又は市職員をして当該融資に関する帳簿、書類等調査させることを必要とした場合

には、これに協力しなければならない。 

（平24告示甲９・旧第６繰下） 

（補則） 

第８ この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（令７告示甲６・追加） 

改正文（平成７年告示第25号）抄 

平成７年４月１日から施行する。 

改正文（平成８年告示第32号）抄 

平成８年４月１日から施行する。 

改正文（平成９年告示第29号）抄 

平成９年４月１日から施行する。 



改正文（平成24年告示甲第９号）抄 

平成24年４月１日から施行する。 

改正文（令和７年告示甲第６号）抄 

令和７年４月１日から施行する。 



 



 



 



様式第１号（第４関係） 

（平24告示甲９・追加、令４告示甲105・一部改正） 

様式第２号（第４関係） 

（平24告示甲９・追加） 

様式第３号（第５関係） 

（平24告示甲９・追加、令４告示甲105・一部改正） 

 


